
本件問合せ先 ： 日本製薬団体連合会事務局 電話０３（３２７０）０５８１ 

本件問合せ先 ： 日本一般用医薬品連合会事務局 電話０３（３８６５）４９１１ 

「 セ ル フ メ デ ィ ケ ー シ ョ ン （ 自 主 服 薬 ） 推 進 の ため の  

スイッチ O T C 薬控除（医療費控除の特例）の創設」について 

 皆様方には日頃より、生活者の健康寿命の延伸及び公的保険制度を守って 

いくための自助意識の向上に貢献するセルフメディケーションの推進に対し、

格段のご理解とご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。 

日本製薬団体連合会 並びに日本一般用医薬品連合会 では、かねてより 

「セルフメディケーション推進のための一般用医薬品等に関する所得控除 

制度の創設」（セルフメディケーション推進税制）の創設を目指して活動を 

行って参りましたが、平成２８年度税制改正大綱に標記の通り盛り込まれ 

ましたことを、感謝をもってお知らせ申し上げます。 

 これは、租税特別措置法に基づく数十年ぶりの新税制であると共に、皆様 

が自分の健康に関心を持ち、健康で長寿を目指す手立ての一つとして、健診 

等と共に、スイッチ OTC薬の活用を進めて頂く事により、次の世代に引継 

がねばならない医療費の最適化にも資するものです。 今後とも生活者のた 

めにより良い税制となるよう関係者の方々と共に幅広い活動を続け、普及啓 

発、並びに活用促進に努める所存です。 

どうか引き続き、御支援、御鞭撻のほど、宜しくお願い申し上げます。 

平成２７年１２月吉日 

日本製薬団体連合会 

会長 野木森 雅郁 

日本一般用医薬品連合会 

    会長 上 原  明 

※与党平成 28年度税制改正大綱の抜粋は、下記の通りです。 


















